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   西脇市都市計画審議会の会議の記録  

 

審議会等の名称  平成 26 年度第２回西脇市都市計画審議会  

開催日時  平成 26 年９月１日（月）  

午後２時 00 分～３時 40 分  

開催場所   西脇市役所２階  特別会議室  

出 席 委 員 の 氏 名 又

は人数  

吉本  剛典      寺北  建樹  

生田  忠之      村井  公平  

齋藤  太紀雄     石田  史郎  

高瀬  洋       村上  和幸  

岡崎  義樹      竹内  泰彦  

林   晴信      内橋  昌子  

欠 席 委 員 の 氏 名 又

は人数  
 無  

出 席 職 員 の 職 ・ 氏

名又は人数  

（幹事）  

技監 鵜崎  尚夫  

建設経済部長 飛田  和平  

（事務局）  

 都市住宅課長 嶋本  隆男  

都市住宅課課長補佐 西村  幸浩  

都市住宅課主査 芦田  雅幸  

都市住宅課 泉  佳甫  

（関係課職員）  

 上下水道部長 井上  悦雄  

工務課長 田中  浩敬  

工務課主査 伊藤  和英  

商工観光課長 戸田 雅人 

公開・非公開の別   公開  

非公開の理由   －  

傍聴人の数   ２人  

議題又は協議事項  １  開会  

２  市長あいさつ  

３  会長あいさつ  

４  協議事項  

⑴  西 脇 市 都 市 計 画 審 議 会 議 事 運 営 規 則 の 一

部改正について  

 ⑵  西 脇 市 都 市 計 画 審 議 会 傍 聴 要 綱 の 制 定 に
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ついて  

５  審議事項  

⑴  付 議 第 １ 号  東 播 都 市 計 画 地 区 計 画 の 決

定 （ 平 野 東 工 場 公 園 地 区 地 区 計 画 の 決 定 ）

について  

⑵  付 議 第 ２ 号  東 播 都 市 計 画 下 水 道 の 変 更

（西脇市公共下水道の変更）について  

６  報告事項  

 ⑴  特別指定区域指定に係る取組について  

 ⑵  その他  

７  その他  

８  閉会  

会議の記録（概要）  

発言者   

１  開会  

 

２  市長あいさつ  

 

３  会長あいさつ  

 

〇  会議成立報告  

事務局より、委員数 12名中、本日の出席委員数

12名により、本日の会議成立する旨を報告  

 

〇  議事録署名人選出  

議長より、岡崎委員、竹内委員の２名を本日の

議事録署名人に指名  

 

４  協議事項  

⑴  西脇市都市計画審議会議事運営規則の一部改正  

について  

 

・資料 -１に基づき、西脇市都市計画審議会議事運営規

則の一部改正に係る修正内容について説明  

 

・説明のあった修正内容について、委員の意見等を求

める。  

 

事務局  

 

市長  

 

会長  

 

事務局  

 

 

 

議長  

 

 

 

 

 

 

 

事務局  

 

 

議長  
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委員  

 

議長  

 

 

 

 

 

 

 

事務局  

 

 

議長  

 

委員  

 

 

 

 

議長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・これで十分だと思う。  

 

・他にご意見等は無いので、確認いただいた内容で運

営をしていく。  

・本日は、前回からの修正内容の確認であるので、平

成 26 年６月 30 日（第１回開催日）付けで改正とす

る。  

 

⑵  西脇市都市計画審議会傍聴要綱の制定について  

 

・資料 -２に基づき、西脇市都市計画審議会傍聴要綱の

修正案について説明  

 

・説明のあった修正案について、委員の意見を求める。  

 

・他 市の 審議 会 等 でも 、こ のよ う な 内容 で決 めら れて

い る の で 、 こ れ で 運 用 し て み て 、 何 か 問 題 が あ れ

ば、 そ の 都度 、 考 えて い け ばい い の では な い か と 思

う。  

 

・他にご意見等は無いので、確認いただいた修正案通

りで賛成の委員の挙手を求める。  

 

（全委員の挙手により、修正案どおり可決された。）  

 

〇  会議の公開・非公開確認  

運営規則第６条第２項の規定により、同条第１

項への該当の有無について協議し、非公開内容は

無いことが審議会において確認され、本日の会議

は公開することが最終決定された。  

 

〇  傍聴定員の決定  

本日の傍聴希望者は２名であり、傍聴要綱第２

項に定める定員以下のため、２名全員の入室が許

可された。  

 

〇  付議  

片山市長が２案件に係る付議書を読み上げ、齊
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事務局  

 

議長  

 

委員  

 

 

 

事務局  

 

 

 

 

委員  

 

 

事務局  

 

委員  

 

 

事務局  

 

 

 

委員  

 

 

 

 

 

藤会長へ手渡され、会長は受領された。  

その後、市長退席。  

 

５  審議事項  

⑴  付議第１号  東播都市計画地区計画の決定（平

野東工場公園地区地区計画の決定）について  

 

・資料 -３に基づき、事務局より内容説明  

 

・説明のあった内容について、委員の意見等を求める。  

 

・先 ほど の説 明 で 、縦 覧者 の説 明 が あっ たが 、縦 覧者

とは 、 ど のよ う な こと を す ると 縦 覧 した と い うこ と

になるのか。  

 

・縦 覧場 所で あ る 市役 所内 事務 室 に お越 しい ただ き、

縦覧 者 名 簿に 記 明 の上 、 そ の縦 覧 図 書を 見 て いた だ

くこ と に なる 。 ま た、 意 見 があ れ ば 、意 見 書 を提 出

していただくこともできる。  

 

・意 見を 出さ れ る 方と いう のは 、 縦 覧し たと いう こと

が前提となるのか。  

 

・基本的には、そうである。  

 

・計 画の 審議 後 、 決定 とい うこ と に なれ ば、 決定 した

ことは広報に載せるのか。  

 

・法 的な 手続 き と して 、掲 示場 に 掲 示 し 、告 示さ せて

いた だ く ため 、 広 報 に 載 せ ると い う こと は し てい な

い。  

 

・計 画書 の中 の 、 理由 書と 地区 計 画 の目 標の 中に も書

いて あ る が、 何 も わか ら な い 者 が 読 むと な っ たと き

にわかるような書き方をしていただきたい。  

・『 西脇 市の 経 済 活性 化と 雇用 の 確 保の ため に既 存ス

トッ ク を 活用 』 と ある が 、 『ス ト ッ ク』 を 辞 書で 調

べる と 財 産と 書 い てあ る 。 財産 と は 具体 的 に どう い
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事務局  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長  

 

 

 

 

 

委員  

 

議長  

 

 

 

委員  

 

 

 

議長  

うものを指すのか。  

・ま た、 『イ ン フ ラを 活用 』と い う のも よく わか らな

いが 、 こ こに あ る もの を 活 用し て と いう こ と でい い

のか。  

・わ かり にく い が 、同 じ言 葉が 沢 山 出て くる ので 、わ

か り や す い 言 葉 で 説 明 し て い た だ け た ら あ り が た

い。  

 

・こ うい った 表 現 が通 例に なっ て お り、 分か りに くい

文言になっていることについては申し訳ない。  

・「 既存 スト ッ ク 」、 「今 ある 財 産 」と いう のは 、現

存す る 公 園や 建 物 も含 め 、 今あ る も のを 有 効 に活 用

したいということと理解願いたい。  

・「 イン フラ 」 と は、 道路 、公 園 、 調整 池、 緑地 等の

こと で 、 これ ら を 守る こ と によ っ て 、そ の イ ンフ ラ

を活 用 し 、今 あ る 施設 を 活 用し て い くと い う こと と

理解願いたい。  

・今 回の 地区 は 、 新し い開 発で は な く、 今あ るも のを

有効 に 活 用し 、 企 業誘 致 し 、地 域 活 性化 に つ な げ た

いと考えている。  

 

・も し利 用で き な い場 合は 、今 あ る 建物 を潰 して 、つ

くる と い うこ と も 起こ り 得 る 。 今 は どこ が ど のよ う

に、 こ こ に進 出 し てく る か は決 ま っ てい な い ので 、

いず れ に して も 、 この 土 地 は、 現 在 半導 体 工 場と し

てしか利用できないということになっている。  

 

・それも法律等で決まっているのか。  

 

・そ うで ある 。 こ の計 画は 、半 導 体 工場 以外 の産 業に

も利 用 し ても ら お うと い う こと で 、 この こ と を審 議

している。  

 

・自 動車 修理 工 場 や、 産業 廃棄 物 処 理工 場を 除い て、

半導 体 以 外の 工 場 も建 て ら れる よ う にし て い ると い

うことか。  

 

・そ の通 りで あ る 。非 常に わか り に くい 言葉 も多 くな
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委員  

 

 

事務局  

 

 

 

 

 

 

委員  

 

 

事務局  

 

 

 

 

委員  

 

 

 

事務局  

 

 

 

 

 

 

議長  

 

 

 

 

事務局  

 

っているがそうである。  

 

・建 物の 高さ の 説 明が あっ たが 、 26ｍに して いる のは

何かで決まっているのか。  

 

・高 さの 制限 に つ いて は、 地区 計 画 で定 める こと がで

きる こ と にな っ て いる の で 、特 に こ の地 区 で 何メ ー

トルというのは決まっていない。  

・た だし 、今 建 っ てい る建 物の 高 さ に合 わせ てお り、

現状 ま で は大 丈 夫 とい う 制 限に さ せ てい た だ いて い

る。  

 

・高 さ制 限ま で す る必 要は ある の か 。例 えば 、太 陽光

設備をつくるとなると無理か。  

 

・高 さ制 限に 関 し ては 、県 の指 導 も ある 。も う少 し低

い制 限 で あっ た と 思う が 、 今回 は 、 既存 の 建 物が あ

るの で 、 それ ま で は可 と し てい る も ので あ り 、 県 と

も協議した上で 26ｍまでとしている。  

 

・例えば、高さ 30ｍ必要だという企業が来た場合に、

これ を 改 正す る 必 要が あ る と思 う 。 もう 少 し 余裕 を

持ってはどうか。例えば、 30ｍにしてはどうか。  

 

・高 さ制 限に つ い ては 、県 との 協 議 の中 で決 め さ せて

もら っ た 。改 正 が 必要 と い うこ と に なれ ば 、 もう 一

度協議させていただくということになる。  

・現 在の 方針 で は 、現 在の 建物 を 有 効に 活用 した いと

いう 思 い があ る の で、 こ の よう に 決 定さ せ て いた だ

いている。  

 

・例 えば 、建 物 を 解体 して 新し く 建 て直 すと か、 屋上

に何 か を した い と いう 場 合 に高 く な る可 能 性 があ る

とい う こ とか 。 そ して 、 そ の時 に は 、も う 一 度協 議

をしなければならないということか。  

 

・そ うで ある 。 県 も指 針を 持っ て い るの で、 それ に基

づき協議していくこととなる。  
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委員  

 

 

 

 

事務局  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員  

 

議長  

 

 

 

委員  

 

 

 

 

・ 先 ほ ど 、 告 示 す る と い う 話 が あ っ た が 、 広 く 広 報

し、 引 き 合い を 募 って い く とい う こ とも い い ので は

と 思 う 。 企 業 誘 致 と い う の は 重 要 な 案 件 で あ る か

ら、その方向性について聞きたい。  

 

・現 在、 土地 等 を タワ ージ ャズ ジ ャ パン が持 って いる

ので 、 市 が直 接 的 に行 動 す るこ と は でき な い が、 タ

ワー ジ ャ ズジ ャ パ ン か ら こ うい う 物 件が あ る とい う

紹介はしてほしいと聞いている。  

・上 比延 工場 公 園 の分 譲に 関し て 、 パン フレ ット を作

成し て お り、 ゼ ネ コン や ひ ょう ご ・ 神戸 投 資 サポ ー

トセ ン タ ーへ 配 布 して い る 。そ の 活 動と あ わ せ、 西

脇市 に 関 心の あ る 企業 に 、 タワ ー ジ ャズ ジ ャ パン と

いう 物 件 があ る の でぜ ひ 紹 介し て ほ しい と い う営 業

活動をしている。  

・今 後の ＰＲ に つ いて 、市 の持 ち 物 では ない こと から

パン フ レ ット を 作 ると い う のは 、 難 しい と こ ろで あ

る。 し か し、 タ ワ ージ ャ ズ ジャ パ ン から い た だい て

いる 資 料 を、 ゼ ネ コン や ひ ょう ご ・ 神戸 投 資 サポ ー

トセ ン タ ーに 、 配 布し て い る。 了 解 がい た だ ける の

であ れ ば 、市 の Ｈ Ｐ等 で の 紹介 を 今 後検 討 し てい く

可能性が大いにあると考えている。  

・今 後、 西脇 市 の 工場 用地 とし て 、 都市 計画 決定 を受

け た 後 、 工 場 が 進 出 で き る 土 地 が あ る と い う 紹 介

を、 様 々 なチ ャ ン ネル を 使 いな が ら ＰＲ し て いき た

いと考えている。  

 

・よくわかった。  

 

・タ ワー ジャ ズ ジ ャパ ンが ダメ と 言 うと 売れ ない とい

う こ と も あ り 、 色 々 難 し い と こ ろ も あ る よ う で あ

る。  

 

・高 さ制 限に つ い て、 建物 本体 に 後 から 追加 的に つけ

るも の 、 例え ば 看 板、 太 陽 光 発 電 パ ネル 、 ア ンテ ナ

など、そういうものも高さに加えるのか。  
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事務局  

 

 

 

委員  

 

 

 

 

 

事務局  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局  

 

議長  

・一 般的 に看 板 、 太陽 光 発 電パ ネ ル は建 築物 では ない

ので 、 規 制に か か らな い が 、ア ン テ ナに つ い ては 、

高さによって工作物になるものがある。  

 

・高 さが 変更 で き る 、 とい う意 見 の 中で 、県 で高 さが

決め ら れ ると い う こと で あ るが 、 そ の高 さ は 何メ ー

トルと決まっているのか。  

・決 まっ てい れ ば 、こ れ以 上高 く で きな い と 思う が、

今の話で、本当に高さを上積みできるのか。  

 

・以 前は 市街 化 調 整区 域の 地区 計 画 は、 県の 指針 があ

り、 そ れ 以下 で な けれ ば ダ メと い う 指導 を さ れて い

た。 し か し、 今 は 指導 が 緩 和さ れ て きて お り 、 そ う

いった関係で現状に合わせ最大限の 26ｍになった。

この よ う なこ と も ある の で 、正 当 な 理由 が あ れば 、

協議していけると思う。  

・た だし 、 26ｍ は あの 場所 では か な り高 いと いう こと

もあ り 、 慎重 に 検 討し て い かな け れ ばな ら な いと 考

えている。絶対にできないということではない。  

・県の制限については緩くなっており、今回も 26ｍが

可能 だ っ た。 も し 、よ り 高 いも の で 、よ り い いも の

がで き る とい う 説 明が で き るの で あ れば 、 変 更可 能

であると考えている。  

 

・他にご意見等は無いので、付議された当案件につい

て、当審議会として採決を行う。  

・確認いただいた平野東工場公園地区地区計画の決定

について、原案どおり可決することに賛成の委員の

挙手を求める。  

 

（全委員の挙手により、原案どおり可決された。）  

 

⑵  付議第２号  東播都市計画下水道の変更（西脇

市公共下水道の変更）について  

 

・資料 -４に基づき、事務局より内容説明  

 

・説明のあった内容について、委員の意見等を求める。  
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委員  

 

 

 

 

事務局  

 

 

 

 

 

 

 

 

委員  

 

 

事務局  

 

 

委員  

 

 

 

委員  

 

 

事務局  

 

 

 

 

委員  

 

 

 

事務局  

 

・今 後の 予定 で 、 芳田 地区 は区 域 に 入っ てい ない が、

芳田 地 区 もこ の 前 の雨 で 凄 かっ た 。 そう い う のは 対

象外 な の か。 大 き な川 が で き、 水 位 はあ ま り 上が ら

なくなったが。  

 

・公 共下 水道 事 業 で行 う区 域で あ り 、芳 田地 区に つい

ては 、 八 坂町 ま で が公 共 下 水道 の 区 域で あ る 。そ の

他は、農業集落排水という事業となる。  

・質 問に 対す る 回 答で すが 、工 務 課 で行 って いる 雨水

対策 は 、 八坂 町 ま でで あ る 。そ の 他 の芳 田 地 区に つ

いて は 、 浸水 対 策 事業 と し ては 行 っ てい な い 。逆 に

言う と 、 水田 が 多 く、 ま た 河川 改 修 もあ る 程 度さ れ

ているので、浸水被害が少ないと思う。  

 

・芳 田地 区は 農 業 集落 排水 の関 係 で その よう な雨 水対

策をしているのか。  

 

・農 業集 落排 水 に 関し ては 、雨 水 対 策と いう もの はな

かったと思う。  

 

・下 水道 工事 を さ れ た 時、 水が 流 れ る管 （下 水道 管）

がす ご く 狭い と 感 じた 。 だ から 、 道 端に 水 が 溢れ る

のだと思うが、どう思われるか。  

 

・今 、集 落排 水 （ 汚水 ）の こと を お っし ゃっ てい るか

ら、話がごっちゃになっておられる。  

 

・今 は雨 水の こ と にな りま すの で 、 また 上下 水道 審議

会で聞いていただければと思う。  

・今 回の 都市 計 画 審議 会で は、 芳 田 地区 は区 域が 違い

ますので誠に申し訳ありません。  

 

・こ の 前 の大 水 で 、西 脇 が 15 件つ かっ た と 聞い てい

る。 そ れ は床 下 か 。ど の エ リア か 。 雨水 な の か、 川

の水が溢れたのかはかわらないが。  

 

・今 すぐ に全 て を お答 えで きな い が 、こ の間 の雨 の状
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委員  

 

 

事務局  

 

 

 

委員  

 

事務局  

 

委員  

 

 

 

 

事務局  

 

 

 

 

委員  

 

 

 

事務局  

 

 

 

況としては、野村観測所で１時間に最大 75mm の雨が

降っている。 15 件については、東本町、和田町、西

田町といったところである。  

・（写真にて降雨時の状況を紹介）  

市街 化 区 域で は 、 東本 町 あ たり で 床 下浸 水 が あっ た

と聞 い て いる 。 こ こに つ い ては 、 整 備済 み で はあ る

が、 75mm/h という想定以上、また、計画以上の雨が

あったため浸水したというものである。  

 

・計 画以 上と い う こと は、 最大 い く らま で計 画さ れて

いたのか。  

 

・計画は１時間の最大降雨が 50mm である。 50mm/h が

１時 間 ず っと 降 り 続い て も 大 丈 夫 な よう に 市 街化 区

域では整備を進めている。  

 

・今後も 50mm/h という設定で整備を進めるのか。  

 

・現在、そのように考えている。  

 

・今 後、 雨水 対 策 工事 を国 の補 助 等 を得 なが ら進 めて

いく う え で、 排 水 区指 定 を して い な いと 補 助 金が 取

りに く い から 、 こ のよ う な 決定 を し てい る と いう 理

解でよいか。  

 

・そのとおりである。  

・ま ず都 市計 画 決 定し 、そ れか ら 、 事業 認 可 区域 とい

う も の を 設 定 す る と 、 国 の 交 付 金 事 業 の 対 象 に な

る。  

 

・西 脇区 は、 災 害 時に 総合 市民 セ ン ター が最 終的 な避

難所 に な って い る 。し か し 、こ の 前 、浸 水 し た。 そ

の件は把握しているか。  

 

・把 握し てい る 。 その 件に つい て は 、建 物構 造に 問題

があ る の では と 思 うが 、 担 当課 と 調 整し た い と考 え

ている。  
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委員  
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委員  

 

 

 

 

 

 

・防 災対 策課 と も 相談 して もら わ な いと いけ ない が、

避難所なので。  

 

・グ ラウ ンド か ら の水 です ね。 そ れ から 東か らも 入っ

てきたと聞いている。  

 

・桝 があ るが 、 そ こか ら溢 れた も の が、 一気 に総 合市

民セ ン タ ーの 方 に 流れ て き た。 土 嚢 では 間 に 合わ な

かっ た 。 何か 対 策 を講 じ な いと 、 避 難所 に 行 って 災

害に遭ったでは、笑い話にもならない。  

 

・担当課と調査し、改善に努めたいと思う。  

 

・前からずっと 50mm/h という基準でいっているわけだ

が、 最 近 これ だ け よく 降 っ てく る と 、す ぐ に は見 直

せな い と 思う が 、 その あ た りの 考 え 方は ど う なっ て

いるか。  

 

・大変難しい質問ですが、 50mm/h というのは、時間降

雨と 言 い なが ら 、 ２時 間 の 雨の 降 り 方を 計 画 する 中

で、 １ 時 間の と こ ろで ピ ー クと な る ５分 ご と の雨 の

波形 を 考 えて い る 。５ 分 間 の量 を 時 間降 雨 で 換算 す

ると 140mm/h くらいの強い雨が降ることになる。０

から 始 ま って 山 形 の雨 を 想 定し て お り、 そ れ を２ 時

間でフラット化すれば、１時間で 50mm という想定に

なる。  

・今は 50mm/h でいいと考えている。あとは、ためる、

そな え る など 事 前 対策 等 で 、総 合 的 に雨 水 対 策を 行

っていくことで、 50mm/h の整備をしておれば、被害

を最小限に軽減できると考えている。  

 

・先 日の 雨に つ い ては 、現 在の 水 路 では 捌け てい ない

わけ で す よね 。 和 田 町 で も 床下 浸 水 をし て い る。 和

田谷 川 は ポン プ 稼 働水 位 ま で上 が っ てい な い のに 、

浸水 し て しま っ た 。和 田 町 だけ で な く、 他 で もそ う

いっ た こ とが 多 か った よ う であ る 。 それ を 受 け、 全

体的 な 形 で見 る 必 要が あ る と感 じ て いる 。 今 溢れ て

いる と こ ろだ け を 改修 し て も、 前 後 の問 題 も あろ う
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委員  

 

事務局  

 

 

委員  

 

 

 

 

委員  

 

 

事務局  

 

 

 

 

 

 

議長  

 

委員  

 

か と 思 う の で 、 今 後 の 課 題 か と 感 じ て い る 。 50mm/h

でい い と いう こ と であ れ ば 、そ の よ うな 形 に なる と

思うが。  

 

・今 おっ しゃ っ た 和田 につ いて も 、 上か らの 流域 を見

て 、 低 い と こ ろ に 集 ま る 水 を 少 な く す る こ と に よ

り、 浸 水 対策 を 図 ると い う こと を 上 流部 で は 考え て

いる。  

 

・ 東 播 都 市 計 画 下 水 道 の 区 域 の 中 で 、 各 自 治 体 は

50mm/h なのか。  

 

・近隣では、 50mm/h または 50mm/h 未満である。  

 

・それ以上大きいところはないのか。  

 

・そ れ以 上は な い 。今 、見 直し を 行 って いる とこ ろも

あると聞いている。  

 

・今 、最 小限 の 被 害と おっ しゃ っ て いる が、 市民 は ゼ

ロを 目 指 して ほ し いと 思 っ てい る 。 担当 者 は 最小 限

で、５件 10 件は浸かるだろうと。市民との差をどの

ように考えるかは常に残るところですよね。  

 

・川 に近 いも の と して は。 山の 上 に 住ん でい る人 は関

係ないが。  

 

・私 共も ゼロ を 目 指し てい る。 た だ 、ゼ ロを 目指 すに

は、 ま ず 効果 の 大 きい 対 策 を実 施 し て 守 る 。 これ を

順次 し て いけ ば 、 残り １ ％ 程度 が 最 後の 方 に 残っ て

く る とい う こ と に な る 。目 指 す と こ ろは 100％ であ

るが 、 ま ずは 、 被 害を 最 小 限に 食 い 止め る こ とを 目

標に、早急にやっていくことを考えている。  

 

・ 50mm/h という数値についてどう思われますか。  

 

・ゼ ロを 目指 す と おっ しゃ って お ら れる こと は正 しい

と思う。  
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・雨量強度、時間雨量 50mm というのは非常に強い雨で

すよ ね 。 それ を ２ 時間 間 隔 でと ら れ てい る と 。私 は

50mm/h と い う の は 現 実 的 な 数 値 だ と 思 う 。 と こ ろ

が、 先 ほ どお 話 が あっ た よ うに 、 今 日の 天 候 が私 た

ちが 子 供 の頃 と は 違っ て き てい ま す よね 。 西 脇市 で

も、 あ る とこ ろ で は強 く 降 って 、 あ ると こ ろ では 降

って い な いな ど 、 対策 が 難 しく な っ てい る 。 今回 の

お話 は 、 市街 化 区 域だ け で はな く 、 その 外 側 にも 広

げて 、 雨 水を 処 理 しよ う と いう も の で、 こ う いう 方

向 で 今 後 も 順 次 進 め て い た だ く の が 一 番 い い と 思

う。  

・も とも と西 脇 の 市街 地が 形成 さ れ てい ると ころ は加

古川 の 大 きな 流 れ があ り 、 杉原 川 、 そし て 野 間川 が

入っ て き て、 水 を 集め て い ると こ ろ であ る か ら、 西

脇の 市 街 地は 人 間 が住 み 始 める ず っ と前 か ら 水を 集

めて お り 、人 間 が 住む こ と によ っ て 、汚 水 、 雨水 と

いう 下 水 整備 が 望 まれ て い るわ け で 、や は り この 方

向でずっと進めていただくのが一番いいと思う。  

・今 日、 板波 と い う話 が出 たが 、 川 に興 味の ある 人間

にと っ て は、 加 古 川と い う と板 波 で ある 。 加 古川 の

流量 基 準 点が あ り 、板 波 と いう と 加 古川 の こ のあ た

りと い う 感じ で 、 加古 川 に とっ て 非 常に 象 徴 的な 地

名で あ る 。今 回 、 そこ が し っか り カ バー さ れ たと い

うのが非常によかったと思う。  

・よ って 、こ の よ うに 区域 拡大 を 引 き続 き進 めて いっ

てい た だ いて 、 最 終的 に は ゼロ を 目 指す と い うの が

いいと思う。  

 

・他にご意見等は無いので、付議された当案件につい

て、当審議会として採決を行う。  

・確認いただいた西脇市公共下水道の変更について、

原案どおり可決することに賛成の委員の挙手を求め

る。  

 

（全委員の挙手により、原案どおり可決された。）  
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議長  

 

 

 

議長  

 

 

 

事務局  

 

 

 

 

 

 

 

建設経済部長  

６  報告事項  

⑴  特別指定区域指定に係る取組について  

 

・パワーポイント等により、事務局より内容説明  

 

・説明のあった内容について、委員の意見を求める。  

 

（特に意見なし）  

 

・事務局においては、この制度を有効に活用できるよ

う、ご尽力いただきたい。  

 

⑵  その他  

第７回区域区分（線引き）見直しに係る市素案

閲覧結果を報告  

・閲覧者２名、意見書の提出なし  

 

７  その他  

特になし  

 

８  閉会  

建設経済部長より閉会のあいさつ  

 


